
 

 

 

第７次高浜市総合計画 

策定基本方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

【案】 
 

 

 

 

 

 

 

高浜市  

(030426) 
第２回審議会 

参考資料１ 

  



１．策定の目的                                                    

総合計画については、平成２３年５月に地方自治法が改正され、法的な策定義務は

廃止されましたが、本市の将来のあり方を展望し、市民にまちづくりの中長期的なビ

ジョンを示すとともに、総合的かつ計画的な市政運営の指針を示すものです。 

また、本市におけるまちづくりの最高規範であります「高浜市自治基本条例」第２１

条において、総合計画の策定についての定めがあることから、今後もまちづくりの基

本指針として総合計画を引き続き策定します。 

※市民…市内に住む者、働く者または学ぶ者及び市内で事業または活動を行う者 

（法人その他の団体を含む）をいいます。※高浜市自治基本条例第２条参照 

 

高浜市自治基本条例（抜粋） 

（総合計画の策定等） 

第２１条 議会及び行政は、総合的・計画的に市政を運営するため、総合計画を策

定します。 

２ 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための事

業を定める基本計画、事業の進め方を明らかにするアクションプランで構成しま

す。 

３ 行政は、成果を重視した市政運営を目指すため、総合計画の進行管理を行

い、その状況をわかりやすく公表します。 

４ 行政は、総合計画に基づいて予算を編成し、計画的で健全な財政運営に努め

ます。 

 

 

2．総合計画の位置づけと構成                                                    

第７次総合計画は、市の最上位計画に位置付けられ、各分野の行政計画の基本とな

る総合的な市政運営の指針です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想 

基本計画 

アクションプラン 

市の将来像、基本目標 

を定めたもの 

今後取り組むべき 

基本施策を定めたもの 

具体的な手段等を示す

行動計画を定めたもの 



3．基本構想・基本計画の位置づけ・役割と期間                                                

（１）基本構想 

  ≪位置づけ≫ 高浜市の将来ビジョン（高浜市が目指す将来像） 

  ≪役   割≫ 市民、議会、行政が協働してまちづくりを行う指針となるもの 

   

   基本構想は、市民、議会、行政などすべての主体が共有する高浜市のまちの将来

ビジョンを描くとともに、その将来ビジョンを実現するためのまちづくりの指針とな

るもので、高浜市が実現を目指す将来都市像です。 

   計画期間については、2023年度（令和5年度）から2032年度（令和14年度）

までの 10年間とします。 

 

【計画期間】 2023年度（令和 5年度）から 10年間 

 

 

（2）基本計画 

  ≪位置づけ≫ 行政運営のプラン（行政が取り組む計画） 

  ≪役   割≫ 基本構想で目指すまちづくりを進めるために、分野ごとに目標と 

するまちの姿や行政が重点的に取り組む施策を示したもの 

   

   基本計画は、基本構想に描かれたビジョンを実現するために、まちづくりの目標

に対する現状と課題、課題解決に向けた目指すべき姿や目標値、それらを達成する

ための具体的な手段等を示すものです。 

   計画期間については、前期 5年間、後期 5年間の２区分に分け、基本計画を見直

します。 

 

【計画期間】 前期：2023年度（令和 5年度）～2027年度（令和９年度） 

後期：2028年度（令和 10年度）～2032年度（令和 14年度） 

 

 

（3）アクションプラン 

  ≪位置づけ≫ 具体的な取り組み（具体的な取り組み内容） 

  ≪役   割≫ 基本計画に掲げた目指すべき姿、目標値の達成に向けて、 

具体的な事業内容を示すもの 

 

   アクションプランは、基本計画に掲げた目指すべき姿、目標値の達成に向けて、具

体的な事業内容を示すものもので、毎年度点検・検証を行います。 

 

 



4．計画策定にあたっての基本的な考え方                                                

（1）高浜市自治基本条例の理念を踏まえた総合計画づくり 

高浜市自治基本条例は、本市の市民自治の芽を大きく育て、しっかりと根を下

ろし、「高浜市らしさ」を将来にわたって継続・発展させていくため、「参画」「協働」

「情報共有」をまちづくりの基本原則とし、市民一人ひとりが持っている力を出し

合い、みんなで高浜市を創りあげていくことが大切としています。 

このような条例の理念に基づき、市民、議会及び行政がそれぞれの役割を果た

し、計画策定を進めていくことを基本的な考え方として、情報共有しながら、市民・

議会・行政が一体となって検討を深めていくこととします。 

 

（2）分野別計画との関係 

行政の各分野では、多様化する市民ニーズや社会環境の変化に対応するために

分野別計画を策定しています。 

総合計画は、市が策定する各分野における個別計画や施策に方向性を与える

上位計画です。一方、分野別計画は、法令上の位置づけや計画期間も様々ですが、

各々の行政分野が目指すべき方向性や事業の体系を示し、総合計画が示す政策

の基本的な方向を実現するためのより詳細な取り組みを掲げるものであるため、

総合計画は分野別計画とも整合を図りながら策定を進めていきます。 

 

（3）地域計画との関係 

    地域計画は、まちづくり協議会と行政が協働で策定した小学校区単位の計画で、

地域特性や資源を活かし、長期的視点に立ったあるべき将来像や実践目標、優先

度、役割分担等を示した、各小学校区のまちづくりを推進していくための指針で

あり、地域住民の合意が図られた計画であることから、整合を図りながら策定を

進めていきます。 

 

（４）多様な主体との協働による計画実現を見据えた策定体制 

計画は策定することが目的ではなく、策定後、計画が着実に実行され、目指す

べき目標が達成されることが目的となります。 

個人のライフスタイルや価値観の多様化が進み、地域社会の担い手不足など地

域課題はますます高度化、複雑化していく中、市民あるいは地域、事業者、議会、

行政がそれぞれの役割と責務を果たし、計画に掲げる目標の達成に向けたそれぞ

れの主体における行動も見据えながら策定を進めていきます。 

 

（５）目指す姿を掲げ、達成状況が評価できる計画づくり 

    限られた資源の中で計画の実効性を担保するとともに、目的にあった効果の出

ていない事業については速やかに見直し・改善を実施できるよう、客観的数値デ

ータなどに基づく取組みの改善を進めていくための政策の PDCA サイクルを確



立します。 

 

５．第７次総合計画策定に向けた新たな視点                                                

第７次総合計画の策定にあたっては、第６次総合計画策定時と同様、上述の４．計画策

定にあたっての基本的な考え方を踏まえ策定を進めていくが、さらなる時代の変化に対

応するための新たな視点を加味していく必要がある。 

 

（１）未来を見据えた視点 

人口構造の変化による多文化共生社会の進展や情報通信技術など Society5.0

の実現に向けたデジタル技術の進歩は、少子高齢化や人口減少といった課題の解決

につながる人材や労働力を補完につながる可能性を持っています。自然災害のみな

らず新型コロナウイルス感染症など多様化する危機管理への対応や持続可能な開発

目標（SDGs）の理念（「誰一人取り残さない」社会の実現）の推進などでは、様々な主

体が連携することで、持続可能なまちづくりを実現することにつながってまいります。 

 

（２）連携して実施する視点 

行政が取り組む施策は、当該分野の政策課題を解決するだけでなく、他の分野にも

効果をもたらすものもあります。例えば、公共交通は、交通弱者の移動利便性を高め

るとともに、自家用車の利用を抑制し温室効果ガスの排出削減につながるといった環

境面、加えて交通事故の発生の抑制につながるといったことも考えられます。各施策

がもたらす様々な効果を総合計画で示し、より効果の高い取り組みの実施へとつなげ

てまいります。 

  

（３）各主体ができることを役割分担して実施する視点 

まちづくりは市民や各種団体、企業、行政など、様々な主体が、それぞれでできるこ

とはそれぞれで、個々で難しくても一緒に取り組めば実現可能なことは協働により取

り組むものです。そこで、総合計画では、地域における課題の発見や解決に寄与する

行政活動を取り上げ、それぞれの役割や協働によるまちづくりを促す仕組みや仕掛け

について記載します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



６．策定体制                                                  

総合計画審議会 

★委員（１０数名） 

会長・副会長・委員（副市長含む） 

※委員には各まち協から１名ずつ選出を必須。 

 

          

 

高浜市の未来を描く市民会議 

★位置づけ 

総合計画案の作成と実践を「市民」「行政」が協働で行う作業 

部会。 

作業終了後は、計画・条例の推進役を期待。 

★メンバー（募集中）市民＋職員  

           部会については第６次総合計画策定時をベースに今後 

検討・決定 

 

 

 

行政                             議会 

 

           市長                              ・審議会へ参画（議長） 

 

    総合計画策定員会                         ・市民会議へオブザーバー 

（市長を除く部長会メンバー）                      参加 

    

 

事務局（総合政策Ｇ） 

 

高浜市の未来を描く市民会議 

（職員メンバー） 
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市民意見を吸い上げ 

（政策立案に活用） 



図：自治基本条例と総合計画との関係   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

総合計画 
 

基本構想 

・まちづくりの理念・将来都市像、これらを実現するためのま

ちづくりの目標（大きな課題別の必要な基本的政策とそ

の展開の方向性）を示す。 

・計画期間 

令和 5年度（2023）～令和 14年度（2032） 

個別計画 

・都市計画マスタープ

ラン 

・生涯学習基本構想 

・教育基本構想 

etc. 

地域計画 

・まちづくり協議会と 

行政が協働で策定

した小学校区単位

（５校区）の計画 

・計画期間 

概ね 10年間 

 

個別条例 

規則・要綱 

自治基本条例 

 
基本理念 市民・議会・行政の役割と責務 

 

協働・参画 

 

最高規範性 

地域自治 

 

市政運営 

位置づけ 

 

アクションプラン 

・基本計画に掲げた目指すべき姿、目標値の達成に向けて、

具体的な事業内容を示すもので、毎年度の予算編成の

指針とする。 

・計画期間 

基本計画に合わせ、毎年度見直しをする。 

（目標の達成状況をチェック→投入資源の見直し） 

基本計画 

・基本構想を実現するため、まちづくりの目標に対する現状

と課題、課題解決に向けた目指すべき姿や目標値、それら

を達成するための具体的な手段等を示す。 

・計画期間 

（時代変化への対応、マニフェストとの整合を図る） 

  前期：令和 5年度（20２３）～令和 9年度（2027） 

  後期：令和 10年度（2028）～令和 14年度（2032） 
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